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六
十
七
集

一
六
四

は
じ
め
に

本
稿
は
、
朙
の
朱
載
堉
（
一
五
三
六―

一
六
一
一
）
が
發
朙
し
た
十
二
平
均
律
理

論
の
淸
代
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
、
江
永
（
一
六
八
一―

一
七
六
二
）
の
樂
律
書

『
律
呂
新
論
』
及
び
『
律
呂
闡

』
を
と
り
あ
げ
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
二

平
均
律
と
は
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
十
二
に
分
割
し
、
鄰
り
合
う
二
つ
の
♫
律
の
律
長

比
を
全
て
１
：
12 2
に

一
し
た
も
の
で
、
鍵
盤
樂
器
を
中
心
に
廣
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。
朱
載
堉
は
朱
子
學
の
樂
律
理
論
と
し
て
確
立
し
て
い
た
三
分
損
益
法（
１
）を
批

し
「
新
法
密
律
」（
十
二
平
均
律
）
を
提
唱
し
た
。

西
洋
で
は
鍵
盤
樂
器
の
普
及
と
と
も
に
十
二
平
均
律
が
廣
く
用
い
ら
れ
た
の
に

對
し
、
淸
代
で
は
ほ
と
ん
ど
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
淸
代
に
お
け
る
平

均
律
受
容
に
つ
い
て
、
例
え
ば
戴
念
祖
は
、
康
熙
帝
の
『
律
呂
正
義
』
歬
編
が
朱

載
堉
の
理
論
の
一

を
採
用
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
三
分
損
益
法
を
選
ん
だ
こ
と

に
言
及
す
る
。
乾
隆
帝
の
『
律
呂
正
義
後
編
』
に
つ
い
て
は
、「
三
分
損
益
律
を

死
守
し
、
新
法
密
律
を
攻
擊
し
た
の
は
、
そ
の
遲
れ
た
、
陳
腐
な
♫
律

念
が
そ

う
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
の
朱
載
堉
評
も
、『
律
呂

正
義
後
編
』
の
「
姊
妹
編
」
だ
と
言
う
。
そ
し
て
唯
一
、
江
永
が
「
朱
載
堉
の
知

♫
、
知
己
」
で
あ
る
と
し
、
江
永
の
「
方
圓
相
函
列
律
圖
」
を
擧
げ
、「
朱
載
堉

の
代
數
計
算
の
結
果
を
、
正
方
形
と
圓
と
が
互
い
に

す
る
幾
何
圖
と
し
て

き

あ
げ
、
そ
こ
か
ら
平
均
律
の
幾
何
理
論
を
解
き
朙
か
し
た
」
と
述
べ
る（
２
）。
ま
た
邢

兆
良
は
「
朱
載
堉
は
當
時
の
社
會
思
潮
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
彼
の
平
均
律
理

論
は
…
廣
範
な
重
視
と
科
學

術
變
革
の
連
鎻
反
應
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
か

っ
た（
３
）」
と
し
、
西
洋
社
會
に
お
け
る

術
變
革
と
比
較
し
て
、
平
均
律
が
受
容
さ

れ
な
か
っ
た
原
因
を
考
察
す
る
。

先
行
硏
究
の
大
半
は
、
劉
勈
が
指

す
る
よ
う
に（
４
）、
平
均
律
の
非
受
容
の
原
因

を
淸
朝
の
封
建
性
に
歸
す
。
こ
れ
に
對
し
筆
者
は
、
淸
朝
考
證
學
に
お
け
る
象
數

易
の
忌
避
、
特
に
河
圖
・
洛
書
の
學
へ
の
批

が
、
十
二
平
均
律
受
容
に
大
き
な

影
响
を
與
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
顧
炎
武
は
、
河
洛
の
學
を
、
孔
子
が
論
じ
た
易
で
は
な
い
と
斥
け
、
黃

宗
羲
も
、
河
洛
の
學
は
『
周
易
』
經
傳
の
正

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
宋
代
の
方
士
（
陳
搏
）
に
始
ま
っ
た
說
に
過
ぎ
な
い
と
批

し
た
。
乾
嘉
學

派
に
は
象
數
易
を
重
ん
じ
る
者
も
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
重
視
し
た
の
は
主
に
漢
易

で
あ
っ
た
。
吳
派
の

棟
は
漢
易
の
象
數
學
を
重
視
す
る
が
、
宋
易
に
つ
い
て
は

義
理
易
・
象
數
易
と
も
に
否
定
し
、
特
に
河
洛
の
學
や
先
天
易
學
を
批

し
た
。

江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

�
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江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
六
五

方
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
き
、
正
方
形
か
ら
圓
を
導
こ
う
と
し
た（
９
）。

江
永
は
朱
載
堉
の
圓
周
率
の
不
正
確
さ
に
言
及
し）
（（
（

再
び
割
圓
術
へ
と
戾
し
た
。
こ

の
よ
う
に
江
永
は
、「
圓
は
方
か
ら
生
ま
れ
る
」
理
念
を
圓
周
率
と
は
切
り
離
し

た
が
、
後
述
す
る
通
り
、
こ
の
理
念
自
體
は
別
の
方
法
で
維
持
し
て
い
る
。

江
永
の
樂
律
關
係
の

作
に
は
、『
律
呂
新
論
』・『
禮
書
綱
目
』（
卷
八
一―

卷
八
五
）・『
律
呂
闡

』
が
あ
る
。
朱
載
堉
の
影
响
が
見
ら
れ
る
の
は
『
律
呂

闡

』
で
あ
る
。
江
永
は
七
七
歲
（
一
七
五
七
年
）
で
初
め
て
朱
載
堉
の
『
樂
律

全
書
』
を
讀
ん
だ
と
言
う）
（（
（

。
た
だ
し
、
そ
れ
以
歬
に
書
か
れ
た
『
律
呂
新
論
』

（
一
七
四
〇
年
頃
）
（（
（

）
に
も
『
律
呂
闡

』
と
共
通
す
る
問
題
意

が
見
ら
れ
る
た
め
、

『
律
呂
新
論
』
に
お
け
る
問
題
意

が
、
朱
載
堉
の
理
論
を
知
る
こ
と
で
一
層
朙

確
化
し
、『
律
呂
闡

』
に
引
き
繼
が
れ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
『
律
呂
新
論
』

の
問
題
意

に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

第
一
に
、
三
分
損
益
法
へ
の
疑
義
で
あ
る
。『
律
呂
新
論
』
卷
上
で
は
、「
論

氏
律
書
未
盡
善
」
や
「
辨
三
分
損
益
上
下
相
生
之
非
」
の
項
を
立
て
、
三
分
損
益

法
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
と
主
張
し
た
。
例
え
ば
「
古
の
人
の
三
分
損
益
法
を

決
ま
っ
た
法
則
と
し
て
固
執
し
て
は
い
け
な
い）
（（
（

」
と
論
じ
、
ま
た
三
分
損
益
は
人

か
ら
出
た
も
の
で
、
自
然
本
來
の

子
に
近
似
し
て
い
る
だ
け
だ
と
言
う）
（（
（

。
そ
の

理
由
と
し
て
、
三
分
損
益
法
は
當
時
の
琴
制
と
矛
盾
が
あ
る
こ
と
、
曆
法
と
關
連

づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
、「
徃
き
て
﨤
ら
ず）
（（
（

」
で
あ
る
以
上
、
自
然
の
數
と
は
言
え

な
い
こ
と
な
ど
を
擧
げ
る）
（（
（

。
ま
た
こ
の
時
點
で
江
永
は
、
朱
載
堉
も
依
然
と
し
て

三
分
損
益
法
を
用
い
た
と
見
な
し
て
お
り
、
朱
載
堉
の
理
論
へ
の
理
解
が
不
十
分

だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

第
二
に
、
黃

淸
聲）
（（
（

を
重
ん
じ
る
態
度
で
あ
る
。
江
永
は
古
の
人
が
「
中
聲
」

と
し
て
尊
ん
だ
の
は
、
黃

九
寸）
（（
（

の
半
分
、
黃

淸
聲
「
四
寸
五
分
」
で
あ
る
と

考
え
た
。
江
永
は
『
呂
氏
春
秋
』
古
樂
篇
に
見
え
る
黃

「
三
寸
九
分
」
は
「
四

張

言
は
虞
飜
の
易
學
を
硏
究
し
、

棟
の
漢
易
硏
究
を
補
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

潮

の
中
、
晥
派
の
祖
で
あ
る
江
永
の
『
河
洛
精

』
は
、
河
洛
の
學
と
自
然
科

學
理
論
と
の
結
合
を
圖
っ
た

作
と
し
て
知
ら
れ
る（
５
）。
江
永
が
『
律
呂
闡

』
で
、

河
洛
の
學
と
樂
律
學
と
を
徹
底
的
に
連
關
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す

で
に
論
じ
た（
６
）。
本
稿
で
は
特
に
、
江
永
の
初
朞
の

作
『
律
呂
新
論
』
も
合
わ
せ

て
分
析
し
、
十
二
平
均
律
に
出
會
う
歬
と
後
で
、
い
か
な
る
問
題
意

を
繼
續
さ

せ
、
發
展
さ
せ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
中
で
河
洛
の
學
が
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
っ
た
の
か
を
ふ
ま
え
、
淸
代
に
お
け
る
象
數
易
と
自
然
科
學
理
論
の
結
合

の
一
例
と
し
て
示
し
た
い
。

一　

江
永
と
樂
律
書

江
永
、
字
は
愼
修
、
安
徽
省
婺
源
縣
の
人
。
生
涯
仕
官
せ
ず
、
經
學
か
ら
♫

學
、
西
洋
天
文
學
な
ど

々
な
學
術
に
廣
く
通
じ
、
同
鄕
の
戴
震
（
一
七
二
三

―

一
七
七
七
）
に
大
き
な
影
响
を
與
え
た
。『
淸
史
稿
』
卷
四
八
一
に
立
傳
さ
れ

て
い
る
。
江
永
は
三
禮
に
造
詣
が
深
く
、
朱
熹
の
『
儀
禮
經
傳
通
解
』
に
基
づ

き
、『
周
禮
』
大
宗
伯
の
五
禮
の
順
に
從
っ
て
、
大
綱
・
細
目
を
記
し
た
『
禮
書

綱
目
』
を

し
た
。
そ
の
ほ
か
『
儀
禮
釋
例
』、『
周
禮
疑
義
擧
要
』、『
春
秋
地
理

考
實
』、『
鄕
黨
圖
考
』
な
ど
、
禮
樂
・
制
度
に
關
す
る
書
を
多
數

し
た
。
婺
源

は
朱
熹
の
本
籍
地
で
あ
り
、
朱
子
學
を
尊
崇
す
る
氣
風
が
色
濃
く
、
江
永
は
『
近

思
錄
集
㊟
』
を

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る（
７
）。
樂
律
學
の
業
績
と
し
て
は
、

圓
周
率
の
精
度
を
高
め
、
朱
載
堉
の
十
二
律
管
の
管
口
を
計
算
し
直
し
た
こ
と
が

擧
げ
ら
れ
る
。
江
永
が
用
い
た
圓
周
率
三
・
一
四
一
五
九
二
六
五
は
、
祖
沖
之
の

圓
周
率
「
三
・
一
四
一
五
九
二
六
≲
π
≲
三
・
一
四
一
五
九
二
七
」
の
中
閒
に
位
置

す
る
。
江
永
は
、
祖
沖
之
の
圓
周
率
に
基
い
た
上
で
、
西
學
の
三
角
關
數
を
用
い
、

圓
周
率
を
定
め
た（
８
）。
朱
載
堉
は
圓
を
三
角
形
で
割
る
割
圓
術
に
反
對
し
、「
圓
は



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
六
六

以
上
、『
律
呂
新
論
』
に
お
け
る
樂
律
論
の
特

と
し
て
、（
一
）
三
分
損
益
法

へ
の
疑
義
、（
二
）
黃

淸
聲
「
四
寸
五
分
」
の
重
視
、（
三
）
樂
律
學
と
河
圖
の

連
關
と
い
う
三
點
を
指

で
き
る
。
黃

淸
聲
「
四
寸
五
分
」
を
中
聲
と
し
て
重

視
し
用
い
る
こ
と
は
、
變
律
の
否
定
に
つ
な
が
り
、
變
律
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い

三
分
損
益
法
の
疑
義
へ
と
つ
な
が
る
。
ま
た
、
河
圖
の
中
央
、
十
數
の
中
心
に
位

置
す
る
「
五
」（
圖
二
）
を
、
宮
と
し
て
尊
ぶ
こ
と
も
、
宮
や
黃

が
最
低
♫
だ

か
ら
尊
い
の
で
は
な
く
、
中
位
に
あ
る
か
ら
こ
そ
尊
い
と
い
う
發
想
と
關
連
す
る
。

江
永
が
朙
確
に
意

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

ら
三
點
は
こ
の
よ
う
に
密

に
關
連
し
て
い
る
。
朱
載
堉
の
理
論
に
本
格
的
に
觸

れ
た
後
の
『
律
呂
闡

』
は
、
以
上
の
三
點
を
さ
ら
に
深
く
考
察
す
る
。
以
下
、

第
二
節
で
は
『
律
呂
闡

』
に
お
け
る
「
中
聲
」
槪
念
を
分
析
す
る
。
第
三
節
で

は
『
律
呂
闡

』
に
お
け
る
三
分
損
益
法
理
解
及
び
河
洛
の
學
と
樂
律
學
の
關
係

を
論
じ
る
。

二　
『
律
呂
闡

』
に
お
け
る
「
中
聲
」
概
念

江
永
は
『
律
呂
闡

』
に
お
い
て
も
宮
聲
は
最
低
♫
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

　

五
聲
の
序
は
宮
・
商
・
角
・

・
羽
で
あ
り
、
み
な
と
も
に
知
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。『
管
子
』
地
員
篇
は
、
先
に

を
聽
き
羽
を
聽
き
、
そ
の
後
に
宮
を
聽

き
商
を
聽
き
角
を
聽
く
と
言
う
。
理
由
な
く
順
序
を
違
え
た
の
で
は
な
い
。
聲

律
の
理
は
、
そ
の
「
體
」
を
論
じ
れ
ば
、
律
長
に
依
據
し
、
♫
高
が
低
い
も
の

を
宮
と
す
る
。
そ
の
「
用
」
を
論
じ
れ
ば
、
宮
の
歬
に
も
低
♫
が
あ
り
、
宮
の

後
に
も
高
♫
が
あ
り
、
黃

は
高
♫
と
低
♫
の
閒
に
あ
る）
（（
（

。

江
永
は
、
五
聲
の
順
に
つ
い
て
、
宮
・
商
・
角
・

・
羽
と
い
う
順
を
「
體
」

と
し
つ
つ
も
、

・
羽
・
宮
・
商
・
角
と
い
う
、
宮
を
中
心
に
竝
べ
か
え
た
順
を

「
用
」
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
江
永
は
そ
の
證
據
と
し
て
、『
管
子
』
の
ほ
か
、
先

寸
五
分
」
の
誤
り
だ
と
す
る
。『
漢
書
』
律
曆
志
は
『
呂
氏
春
秋
』
を
引
用
す
る

際
、「
三
寸
九
分
」
を
誤
り
と
し
て
削
っ
た
と
言
う）
（（
（

。
江
永
は
「
三
寸
九
分
」
は

確
か
に
誤
り
で
は
あ
る
が
、「
四
寸
五
分
」
と
直
す
べ
き
で
あ
り
、
削
る
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
た
。
江
永
は
「
四
寸
五
分
」
の
黃

淸
聲
こ
そ
、
伶
倫
が
最
も
重

ん
じ
た
も
の
と
見
な
し
た
の
で
あ
る）
（（
（

。

「
四
寸
五
分
」
の
黃

淸
聲
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
三
分
損
益
法
に
依
據
す
る
と
、
仲
呂
か
ら
計
算
し
た
黃

は
、
ぴ
っ
た

り
「
四
寸
五
分
」
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
南
宋
の

元
定
（
一
一
三
五―

一
一
九
八
）
は
仲
呂
か
ら
再
生
し
た
黃

を
變
律
と
し
て
用
い
、「
四
寸
五
分
」
の

黃

は
用
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
對
し
江
永
は
、「

元
定
は
『
通
典
』
の
變
律

子
聲
の
說
に
よ
っ
て
正
確
な
理
解
を
妨
げ
ら
れ
、
黃

四
寸
半
の
律
は
な
い
と
言

う）
（（
（

」
と
批

す
る
。
十
二
平
均
律
に
依
據
す
れ
ば
、「
四
寸
五
分
」
の
黃

を
用

い
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
三
分
損
益
法
に
依
據
す
る
限
り
、
旋
宮
轉
調
を
行
う
に

あ
た
り
變
律
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
た
め
、
江
永
に
と
っ
て
、
後
に
出
會

う
朱
載
堉
の
理
論
は
、「
四
寸
五
分
」
の
黃

淸
聲
を
重
視
す
る
自
ら
の
理
論
の

正
し
さ
を
裏
付
け
る
、
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

第
三
に
樂
律
學
と
河
圖
の
連
關
で
あ
る
。
江
永
は
ま
ず
五
行
の
順
序
を
水
＝
一
、

火
＝
二
、
木
＝
三
、
金
＝
四
、
土
＝
五
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
土
の
五
を
足
し
て
、

水
＝
一
・
六
、
火
＝
二
・
七
、
木
＝
三
・
八
、
金
＝
四
・
九
、
土
＝
五
・
十
と
定
め
る
。

『
禮
記
』
⺼
令
に
お
け
る
、
角
＝
八
、

＝
七
、
宮
＝
五
、
商
＝
九
、
羽
＝
六
と

い
う
組
み
合
わ
せ
を
ふ
ま
え
、
宮
＝
土
＝
五
・
十
、
商
＝
金
＝
四
・
九
、
角
＝
木
＝

三
・
八
、

＝
火
＝
二
・
七
、
羽
＝
水
＝
一
・
六
と
定
め
、
五
聲
は
數
の
大
小
の
順

で
竝
ぶ
と
し
、
こ
れ
ら
五
聲
の
數
の
根
源
が
河
圖
で
あ
る
と
す
る
。「
五
」
で
あ

る
宮
は
一
と
十
の
中
心
に
位
置
し
、
律
に
お
け
る
「
黃

の
宮
」、
琴
に
お
け
る

中
徽
と
位
置
づ
け
る）
（（
（

。



江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
六
七

作
っ
た
と
言
う
文
言
か
ら
は
、
造
律
の
順
序
を
非
常
に
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ

る
。
思
う
に
「
黃

の
宮
」
と
は
、
黃

の
半
律
（
筆
者
㊟
：
淸
聲
）
で
あ
る
。

半
律
は
「
四
寸
五
分
」
と
言
う
べ
き
で
、「
三
寸
九
分
」
と
言
う
の
は
字
の
誤

り
で
あ
る
。
…
ま
た
「
次
に
十
二
個
の
筒
を
作
る
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、「
黃

の
宮
」
は
「
十
二
個
の
筒
」
の
黃

と
は
別
物
だ
と
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

つ
ま
り
樂
は
全
て
天
地
の
中
聲
で
あ
り
、「
黃

の
宮
」
は
さ
ら
に
中
の
中
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
造
律
の
始
ま
り
と
し
極
め
て
重
ん
じ
る
の
で
あ
る
。「
黃

の
宮
」
で
あ
る
黃

半
律
を
二

す
れ
ば
黃

九
寸
で
あ
り
、
十
一
律
を
生

む
。
律
が
完
成
し
た
ら
制
度
を
定
め
樂
器
を
製
作
し
、
樂
器
が
完
成
し
た
ら
そ

れ
を
用
い
て
樂
を
完
成
さ
せ
る
。
十
二
律
は
互
い
に
巡
っ
て
宮
と
な
り
、
正
宮

の
位
は
必
ず
常
に
高
低
の
中
閒
に
あ
り
、
最
低
♫
と
二
番
目
に
低
い
♫
は
宮
の

歬
、
二
番
目
に
高
い
♫
と
最
高
♫
は
宮
の
後
に
あ
る
。
こ
れ
は
律
呂
の
お
お
も

と
で
あ
り
、
樂
を
作
る
た
め
の
大
き
な
鍵
で
あ
る）
（（
（

。

江
永
が
、『
呂
氏
春
秋
』
古
樂
篇
の
「
三
寸
九
分
」
を
「
四
寸
五
分
」
に
改
め

た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
彼
は
、
古
樂
篇
に
は
、
初
め
に
設
定
し
た
「
黃

の

宮
」
と
は
別
に
十
二
律
の
黃

が
あ
り
、
歬
者
は
半
律
「
四
寸
五
分
」
の
黃

、

後
者
は
正
律
九
寸
の
黃

だ
と
見
な
し
た
。
こ
の
律
に
基
づ
い
て
樂
を
成
し
た
後
、

十
二
律
が
そ
れ
ぞ
れ
宮
と
な
る
際
に
は
、
正
宮
の
位
置
は
、
必
ず
五
聲
の
中
心
に

来
る
と
言
う
。
江
永
は
以
上
の
理
論
を
「
律
呂
の
お
お
も
と
」
と
述
べ
、「
黃

の
宮
」
を
重
ん
じ
な
か
っ
た
儒
者
た
ち
を
批

す
る）
（（
（

。

『
禮
記
』
⺼
令
も
「
黃

の
宮
」
を
記
す
（「
中
央
土
、
其
♫
宮
、
律
中
黃

之
宮
」）。

こ
の
一
條
に
、
鄭
玄
は
「『
黃

の
宮
』
は
最
も
長
い
律
で
あ
る
（
黃

之
宮
、
最

長
也
）」
と
㊟
す
る
が
、
孔
穎
逹
の

に
は
「

氏
及
び
熊
氏
は
、「
黃

の
宮
」

と
は
黃

少
宮
の
こ
と
を
言
い
、
黃

九
寸
の
數
を
半
分
に
し
た
も
の
、
管
長
は

四
寸
五
分
で
あ
り
、
六
⺼
に
用
い
て
候
氣
を
な
す
と
み
な
す
（

氏
及
熊
氏
以
爲

述
し
た
『
呂
氏
春
秋
』
な
ど
を
引
用
し
、
宮
聲
が
五
聲
の
中
心
に
、
黃

が
十
二

律
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
を
論
じ
る
。
し
か
し
、
隋
の
鄭
譯）
（（
（

以
降
、
宮
と
黃

は
必
ず
最
低
♫
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
く
と
言
う
。

　

鄭
譯
と
言
う
者
が
お
り
、
理
解
せ
ず
妄
り
に
議
論
し
、
旋
宮
の
法
を
變
え
、

誤
っ
て
最
低
♫
を
黃

と
し
た
と
こ
ろ
、
黃

の
宮
は
そ
の
ま
ま
中
位
に
置
か

れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
以
來
學
者
や
士
大
夫
は
、
あ
る
者
は
律
を
作
り
樂
を
な

し
、
ま
た
あ
る
者
は
書
を

し
言
を
立
て
た
が
、
み
な
宮
聲
を
最
低
♫
と
し
た
。

こ
れ
は
「
體
」
を
知
っ
て
、「
用
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
律
長
が
最

長
で
あ
る
の
が
尊
い
と
知
っ
て
い
て
も
、
中
に
居
る
も
の
こ
そ
が
最
も
尊
い
と

は
知
ら
な
い
。
…
こ
の
よ
う
に
、
宮
聲
が
中
位
に
あ
る
と
言
う
衟
理
は
、
♫
樂

や
樂
器
に
殘
っ
て
い
る
。
た
だ
樂
工
だ
け
が
理
解
し
、
學
者
や
士
大
夫
は
む
し

ろ
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
古
籍
の
文
言
を
深
く
探
究
せ
ず
、
た
だ

昔
か
ら
世
閒
に
傳
わ
っ
て
き
た
說
を
踏

す
る
だ
け
で
、
君
を
尊
ぶ
に
も
、
な

ぜ
尊
ぶ
の
か
を
わ
か
っ
て
い
な
い）
（（
（

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
儒
者
は
、
黃

と
宮
が
最
低
♫
で
あ
る
が
故
に
尊
い
と
考
え

た
。
こ
れ
に
對
し
江
永
は
、
十
二
律
と
五
聲
に
尊
卑
が
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、

尊
ぶ
理
由
を
問
い
直
し
、
黃

と
宮
は
「
中
位
に
あ
る
か
ら
こ
そ
尊
い
」
と
考
え

た
。
當
時
實
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
♫
樂
や
樂
器
も
、
宮
を
最
低
♫
で
は
な
く
、

中
位
に
置
く
こ
と
が
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
古
籍
の
文
言
を
詳
し
く
分
析
す
れ
ば
、

宮
が
中
位
に
あ
る
べ
き
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
考
え
た
。

江
永
は
、「
樂
律
の
正
論
・
精
義
は
傳
・
記
や
子
・
史
に
見
え
る
が
、
先
儒
は

輕
視
し
て
信
じ
な
い
か
、
誤
解
し
て
眞
實
を
失
っ
た）
（（
（

」
と
言
う
。
江
永
が
引
用
す

る
の
は
先
述
し
た
『
呂
氏
春
秋
』
古
樂
篇
で
あ
る
。

　

按
ず
る
に
、
呂
氏
は
古
の
人
の
造
律
の
始
ま
り
を
述
べ
た
。
…
律
管
を
造
る

時
必
ず
先
に
「
黃

の
宮
」
を
作
っ
て
律
の
根
源
と
し
、
そ
の
後
に
十
二
筒
を
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と
言
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
お
よ
そ
宮
聲
を
み
な
黃

九

寸
と
決
め
、
八
一
と
す
れ
ば
、
宮
は
當
然
、
を
下
生
し
て
五
四
と
な
る
。「
黃

小
素
」
の
四
寸
半
を
八
一
と
す
れ
ば
、
宮
は
當
然
、

を
上
生
し
て
一
〇
八

と
な
る
。
半
黃

を
八
一
と
し
た
な
ら
、

の
二

は
一
〇
八
で
あ
り
、
羽
の

二

は
九
六
で
、
宮
の
歬
に
あ
り
、
商
の
七
二
、
角
の
六
四
は
宮
の
後
に
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
宮
・
商
・
角
・

・
羽
は
變
じ
て

・
羽
・
宮
・
商
・
角
と
な

る）
（（
（

。
江
永
に
よ
れ
ば
、『
管
子
』
は
黃

「
四
寸
五
分
」
を
八
一
と
置
き
、
三
分
益

一
し
て

一
〇
八
を
計
算
し
、
さ
ら
に
三
分
損
一
し
て
商
七
二
、三
分
益
一
し
て

羽
九
六
、三
分
損
一
し
て
角
六
四
を
計
算
し
た
と
言
う
。『
管
子
』
の
三
分
損
益
を

七
聲
ま
で
擴
張
し
♫
高
の
順
に
竝
べ
直
す
と
、

・
羽
・
變
宮
・
宮
・
商
・
角
・

變

と
な
る
。

を
ド
と
す
れ
ば
、
ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
・
ソ
・
ラ
・
シ
と
な
り
、

こ
の
♫
階
は
後
世
の
燕
樂
の
♫
階
と
一
致
す
る）
（（
（

。
ち
な
み
に
、
雅
樂
の
♫
階
は

ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
＃
・
ソ
・
ラ
・
シ
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
江
永
は
、
當

時
實
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
♫
樂
の
中
に
「
宮
を
中
位
に
置
く
」
理
論
が
殘
り
、

學
者
よ
り
も
樂
工
こ
そ
が
、
こ
の
理
論
を
理
解
し
て
い
る
と
言
及
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
江
永
は
、
燕
樂
や
民
閒
♫
樂
な
ど
雅
樂
で
は
な
い
♫
樂
の
理
論
の
中
に

「
中
聲
」
槪
念
の
根
據
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

宮
を
中
位
に
置
く
『
管
子
』
の
三
分
損
益
法
は
『
呂
氏
春
秋
』
と
も
共
通
す
る

と
、
江
永
は
考
え
た
。『
呂
氏
春
秋
』
♫
律
篇
は
、
十
二
律
の
相
生
を
「
黃

→

林

→
太

→
南
呂
→
姑
洗
→
應

→

賓
→
大
呂
→
夷
則
→
夾

→
無
射
→
仲

呂
」
と
し
、
黃

・
大
呂
・
太

・
夾

・
姑
洗
・
仲
呂
・

賓
は
上
生
（
三
分

益
一
）
し
、
林

・
夷
則
・
南
呂
・
無
射
・
應

は
下
生
（
三
分
損
一
）
す
る
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
江
永
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　

呂
氏
は
も
と
も
と
、「
伶
倫
が
律
を
造
る
に
あ
た
っ
て
、
先
に
「
黃

の
宮
」

「
黃

之
宮
」
謂
黃

少
宮
也
、
半
黃

九
寸
之
數
、
管
長
四
寸
五
分
、
六
⺼
用
爲
候
氣
）」

と
あ
る
。
⺼
令
に
對
す
る
江
永
の
解
釋
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

按
ず
る
に
⺼
令
も
ま
た
呂
氏
の
書
で
あ
る
。
仲
冬
の
⺼
に
律
は
黃

に
中
る

が
、
季
夏
の
⺼
で
は
そ
れ
と
は
別
に
中
央
土
と
し
、
律
は
黃

の
宮
に
中
る
。

こ
れ
は
伶
倫
が
先
に
「
黃

の
宮
」
を
律
本
と
し
、
十
二
筒
の
黃

と
區
別
し

た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
…
鄭
玄
は
そ
の
說
を
理
解
で
き
ず
、
誤
っ
て
（
筆
者
㊟
：

「
黃

の
宮
」を
）最
長
の
律
と
解
し
た
が
、ど
う
し
て
同
一
の
律
が
仲
冬
に
中
り
、

ま
た
季
夏
に
中
る
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
別
に
「
黃

の
宮
」
と
名
づ
け
た
の

だ
ろ
う
か
。
た
だ

邕
の
『
⺼
令

句
』
だ
け
が
「
四
寸
五
分
」
の
少
宮
と
し
、

先
儒
熊
安
生
も
こ
れ
に
從
い
、
古
の
人
の
意
圖
を
理
解
で
き
た
が
、
候
氣
は
言

う
べ
き
で
な
か
っ
た）
（（
（

。

『
禮
記
』
⺼
令
で
は
、
仲
冬
の
⺼
に
「
律
は
黃

に
中
る
」
と
し
、
季
夏
の
⺼

に
「
律
は
黃

の
宮
に
中
る
」
と
す
る
。
江
永
は
、
も
し
兩
者
の
黃

が
同
一
な

ら
ば
、
仲
冬
の
「
黃

」・
季
夏
の
「
黃

の
宮
」
の
よ
う
に
、
敢
え
て
二
つ
に

書
き
分
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

江
永
は
、『
管
子
』
地
員
篇
も
ま
た
、
五
聲
を

・
羽
・
宮
・
商
・
角
の
順
で

論
じ
る）
（（
（

こ
と
に
言
及
し
、
相
生
の
方
法
を
考
察
す
る
。

　

劉
安
（
筆
者
㊟
：『
淮
南
子
』
天
文
訓
）
以
降
、
律
を
言
う
も
の
は
皆
、
宮
が

を
下
生
し
、
が
商
を
上
生
し
、商
が
羽
を
下
生
し
、羽
が
角
を
上
生
す
る
（
筆

者
㊟
：
原
文
は
「

下
生
商
、
商
上
生
羽
、
羽
下
生
角
」
と
す
る
が
誤
り
だ
と
考
え
ら

れ
る
）
と
言
う
が
、
た
だ
こ
の
書
（
筆
者
㊟
：『
管
子
』）
だ
け
が
、
宮
が

を
上

生
し
、
が
商
を
下
生
し
、
商
が
羽
を
上
生
し
、
羽
が
角
を
下
生
す
る
と
し
た
。

つ
ま
り
、
後
の
人
は
黃

全
律
を
宮
と
し
た
が
、『
管
子
』
は
黃

半
律
を
宮

と
し
た
。半
律
を
用
い
て
宮
と
す
る
が
故
に
黃

と
名
を
正
さ
ず
、「
黃

小
素
」

と
言
っ
た
の
は
、『
呂
氏
春
秋
』
が
「
黃

の
宮
」
を
、「
吹
い
て
舍
少
と
言
う
」



江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
六
九

氏
春
秋
』
の
十
二
律
は
、
仲
呂
半
律
か
ら
黃

淸
聲
（
半
律
）「
四
寸
五
分
」
へ

と
﨤
る
こ
と
に
な
る
。「
四
寸
五
分
」
の
黃

を
認
め
る
た
め
に
は
、「
徃
き
て
﨤

ら
ず
」
の
克
服
が
必
須
條
件
で
あ
る
。「
四
寸
五
分
」
の
重
視
自
体
は
『
律
呂
新

論
』
と
同

で
あ
る
が
、『
律
呂
闡

』
で
は
、
相
生
方
法
ま
で
細
か
く
考
察
し
、

黃

淸
聲
「
四
寸
五
分
」
を
「
中
聲
」
と
す
る
、
自
ら
の
理
論
の
正
當
性
を
確
信

す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三　

樂
律
と
河
圖
・
洛
書
の
學

江
永
は
『
律
呂
闡

』
で
、
な
ぜ
三
分
損
益
法
よ
り
も
平
均
律
を
選
擇
し
た
の

か
。
第
二
節
で
論
じ
た
「
中
聲
」
の
重
視
は
、
黃

變
律
を
認
め
ず
、
黃

淸
聲

「
四
寸
五
分
」
を
認
め
る
點
で
、
結
果
と
し
て
三
分
損
益
法
の
否
定
に
つ
な
が
る
。

こ
の
ほ
か
、
江
永
が
平
均
律
を

持
し
た
背
景
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
河
洛
の
學

で
あ
る
。
江
永
は
ま
ず
、
朱
載
堉
と
同

に
、
河
圖
・
洛
書
を
全
て
の
樂
律
や
數

理
が
出
る
根
據
と
し
て
尊
重
し）
（（
（

、
朱
載
堉
の
理
論
こ
そ
が
河
洛
の
數
を
眞
に
反
映

し
て
い
る
と
考
え
た
。

　

從
來
律
を
言
う
者
は
み
な
黃

は
九
寸
だ
と
言
い
、
九
寸
を
得
た
ら
三
分
損

益
法
に
よ
っ
て
十
一
律
を
生
ん
だ
。
そ
の
方
法
は
巧
み
で
精
妙
に
見
え
、
天
地

の
生
成
も
盡
く
こ
の
方
法
と
數
を
㊒
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
仲
呂
を

生
む
に
至
っ
て
再
び
黃

を
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
說
朙
し
て
、律
呂
の
數
は「
徃

き
て
﨤
ら
ず
」
と
言
っ
た
。
そ
も
そ
も
律
呂
は
天
地
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。

天
地
の
氣
の
場
合
、
今
年
の
節
氣
が
す
で
に
終
わ
れ
ば
、
來
年
の
節
氣
が
ま
た

續
き
、
少
し
の
隙
閒
も
な
い
の
に
、
律
呂
だ
け
が
「
徃
き
て
﨤
ら
ず
」
で
は
、

天
地
は
い
か
に
も
心
殘
り
を
留
め
る
の
で
は
な
い
か
。…
た
だ
朱
載
堉
だ
け
が
、

氏
が
量
を
な
す
に
あ
た
り
、「
一
邊
一
尺
の
正
方
形
の
外

圓
を

く
」（
筆

者
㊟
：『
周
禮
』
考
工
記
）
と
い
う
文
に
基
づ
き
、
天
地
は
正
方
形
と
圓
と
が
容

を
な
す
」（
筆
者
㊟
：
仲
夏
紀
、
古
樂
）
と
言
い
、
ま
た
「
黃

の
宮
は
淸
濁
の
衷
」

（
同
、
㊜
♫
）、「
中
央
の
土
」（
季
夏
紀
）
に
應
じ
る
と
言
う
。
故
に
、
黃

が
林

を
生
む
際
、
全
律
か
ら
下
生
せ
ず
に
、
半
律
か
ら
上
生
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

黃

の
宮
は
高
低
の
閒
に
あ
り
、
黃

の
歬
に
は
林

・
夷
則
・
南
呂
・
無
射
・

應

の
五
つ
の
全
律
が
あ
っ
て
低
♫
と
な
り
、
下
生
し
て
高
♫
に
な
る
。
黃

の
後
に
は
大
呂
・
太
簇
・
夾

・
姑
洗
・
仲
呂
・

賓
の
六
半
律
が
あ
っ
て
高

♫
と
な
り
、
上
生
し
て
低
♫
に
な
る
（
た
だ

賓
が
大
呂
を
生
む
際
は
、
半
律
に
よ

っ
て
半
律
を
上
生
し
、
仲
呂
も
ま
た
半
律
に
よ
っ
て
半
黃

を
上
生
す
る
）。
こ
の
損

益
上
下
の
法
は
、
ま
さ
に
『
管
子
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、『
管
子
』
は
五
聲
を

言
い
、『
呂
氏
春
秋
』
は
十
二
律
を
言
う
だ
け
の
違
い
で
あ
る
。
詳
し
く
文
言

を
味
わ
え
ば
、
呂
氏
の
言
う
樂
は
歬
後
一
貫
し
て
お
り
、『
管
子
』・『
呂
氏
春
秋
』

の
方
法
は
、
符
節
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る）
（（
（

。

『
呂
氏
春
秋
』
に
は
、「
淸
濁
の
衷
」、
す
な
わ
ち
「
高
♫
に
も
低
♫
に
も
偏
ら

な
い
ち
ょ
う
ど
よ
い
と
こ
ろ
」
と
表
現
さ
れ
る
「
黃

の
宮
」
の
語
が
あ
る
。
江

永
は
こ
の
「
黃

の
宮
」
が
「
四
寸
五
分
」
の
黃

半
律
を
示
し
、
十
二
律
の
中

央
に
位
置
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
十
二
律
の
相
生
も
、
黃

半
律
「
四
寸
五

分
」
か
ら
始
め
、
表
二
の
よ
う
に
三
分
損
益
を
行
い
な
が
ら
計
算
し
、
最
後
に

は
「
四
寸
五
分
」
へ
﨤
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。『
管
子
』
は
五
聲
の
計
算
法
を
、

『
呂
氏
春
秋
』
は
十
二
律
の
計
算
法
を
記
し
た
が
、
兩
者
は
同
じ
相
生
法
を
と
る

と
江
永
は
考
え
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
江
永
は
「
宮
・
商
・
角
・

・
羽
」
の
順
が
、
五
聲
の

「
體
」
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
も
、『
呂
氏
春
秋
』（
♫
律
）
や
『
禮
記
』（
⺼
令
）、

『
管
子
』（
地
員
）
の
記
述
か
ら
、「

・
羽
・
宮
・
商
・
角
」
の
順
も
、
五
聲
の

「
用
」
と
し
て
重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
宮
と
黃

は
、
五

聲
と
十
二
律
の
中
央
に
あ
る
が
故
に
尊
い
と
考
え
た
。
江
永
の
解
釋
で
は
、『
呂
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圖
」
に

き
こ
み
、
河
圖
・
洛
書
の
數
に
結
び
付
け
て
論
じ
る
。

　

聲
律
は
ま
こ
と
に
象
數
に
起
こ
り
、
河
圖
・
洛
書
は
そ
の
本
源
で
あ
る
。
句

股
術
、
正
方
形
と
圓
、
管
口
の
面
積
や
律
管
の
容
積
、
乘
法
と
除
法
、
平
方
根

を
開
く
こ
と
、

律
と
半
律
、
律
の
長
短
、
管
口
の
廣
さ
、
十
二
律
の
右
巡
り
、

左
巡
り
、
隔
八
相
生
、

を
起
こ
し
調
を
用
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
數
は
悉

く
河
圖
・
洛
書
の
中
に
具
わ
る
。
先
人
は
律
を
論
じ
て
も
、
い
ま
だ
そ
の
本
源

を
考
究
し
た
者
は
い
な
い
。
朱
載
堉
だ
け
が
黃

「
十
」
寸
は
河
圖
の
體
の
數

に
則
り
、「
十
」
を
約
し
て
「
九
」
寸
と
す
る
の
は
、
洛
書
の
用
の
數
に
則
る

と
言
っ
た
。
こ
れ
は
先
人
が
解
き
朙
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
廣
く
朙
ら
か
に

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
「
十
」
と
「
九
」
の
體
と
用
を
言
え
た
だ
け

で
、
そ
こ
か
ら
推
し
て
、

律
・
正
律
・
半
律
・
正
方
形
と
圓
と
が
容
れ
あ
う

理
と
相
生
旋
宮
の
法
が
、
全
て
河
圖
・
洛
書
の
中
に
具
わ
る
こ
と
は
知
ら
な
か

っ
た）
（（
（

。

樂
律
が
象
數
に
起
こ
り
、
河
圖
・
洛
書
が
そ
の
本
源
だ
と
見
な
す
思
想
は
朱
載

堉
に
も
見
ら
れ
た
。
朱
載
堉
は
、
北
宋
圖
書
學
派
の
說
に
基
づ
き
、
河
圖
の
數
を

「
十
」、
洛
書
の
數
を
「
九
」
と
し
、
こ
の
數
を
樂
律
と
天
文
曆
法
の
計
算
に
用
い

た
。
河
洛
の
學
は
、
北
宋
の
劉
牧
に
始
ま
る
。
劉
牧
は
陳
搏
の
龍
易
圖
の
第
三
變

に
基
づ
き
、
五
行
生
成
圖
を
洛
書
、
九
宮
圖
を
河
圖
と
定
め
（
す
な
わ
ち
、
洛
書
の

數
は
「
十
」、
河
圖
の
數
は
「
九
」）、
河
圖
・
洛
書
に
は
天
地

物
の
全
て
の
變
化
が

備
わ
る
と
し
た
。
河
圖
の
數
を
「
十
」、
洛
書
の
數
を
「
九
」
と
し
た
の
は

元

定
で
あ
る
。

元
定
は
邵
雍
の
說
（
河
圖
を
圓
と
し
、
洛
書
を
方
と
す
る
）
に
基
づ

き
、
河
十
洛
九
說
を
提
唱
し
、

沈
が
繼
承
し
た）
（（
（

。
朱
伯
崑
は
、「

氏
父
子
の

河
洛
の
學
は
、
筮
法
の
解
釋
か
ら
、
世
界
解
釋
の
モ
デ
ル
へ
と
發
展
し
た
。
そ
の

モ
デ
ル
は
、
奇
偶
の
二
數
の
對
立
と
依
存
の
關
係
を
通
し
て
、
天
地
・

物
が
普

遍
的
な
連
關
の
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
說
朙
す
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し

れ
あ
う
こ
と
で
、
自
然
の
數
を
そ
の
中
に
出
現
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
。

…
（
筆
者
㊟
：
十
二
平
均
律
の
）
相
生
は
、
八
を
隔
て
て
も
、
連
な
っ
て
い
て
も
、

左
巡
り
に
順
に
相
生
し
て
も
、
右
巡
り
に
逆
に
相
生
し
て
も
構
わ
ず
、
仲
呂
と

黃

は
母
子
の
如
く
寄
り
𣷹
い
、
應

と
黃

、
黃

と
大
呂
は
、
兄
弟
や
夫

婦
の
如
く
揃
い
竝
び
、
全
て
一
つ
の
氣
で
連
な
っ
て
、
少
し
の
隙
閒
も
な
い
。

律
管
の
長
短
か
ら
、
律
管
の
厚

、
管
口
の
圓
周
の
大
小
、
外
周
・
內
周
、
外
徑
・

內
徑
、
面
積
、
律
管
の
容
積
に
至
る
ま
で
、
み
な
正
方
形
と
圓
が
容
れ
あ
う
自

然
の
眞
數
で
あ
る
。
こ
れ
は
數
千
年
閒
朙
か
さ
れ
な
か
っ
た
祕
法
で
あ
り
、
朱

載
堉
が
初
め
て
解
き
朙
か
し
た
。
伶
倫
や
州
鳩
、
師
曠
で
さ
え
、
こ
れ
を
見
れ

ば
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
嘆
す
る
だ
ろ
う
。
い
ま
そ
の
說
を
載
せ
、
さ
ら
に
推

し
廣
げ
河
圖
・
洛
書
に
基
礎
付
け
、
理
數
が
そ
う
な
る
所
以
を
解
き
朙
か
し
、

こ
の
理
を
朙
ら
か
で
疑
い
な
く
さ
せ
、
世
閒
で
樂
律
學
を
論
じ
る
數
多
く
の
者

が
、
こ
れ
以
上

測
ば
か
り
で
新
說
を
繰
り
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る）
（（
（

。

江
永
は
三
分
損
益
法
の
問
題
と
し
て
「
徃
き
て
﨤
ら
ず
」
を
擧
げ
、
律
呂
は
天

地
に
則
る
以
上
、
節
氣
が
閒
斷
な
く
訪
れ
る
よ
う
に
、
十
二
律
も
閒
斷
な
く
巡
り

續
け
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
朱
載
堉
の
理
論
に
よ
っ
て
初
め
て
十
二
律
の
循
環
性

が

得
さ
れ
、
應

か
ら
黃

へ
、
黃

か
ら
大
呂
へ
と
閒
斷
な
く
展
開
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
朱
載
堉
は
、
晚
年
に
至
る
ま
で
句
股
術
と
圓
周
率
に
關
す
る

書
を

し
、『
周
禮
』
考
工
記
や
『
周
髀
算
經
』
に
基
づ
き
つ
つ
、「
圓
が
正
方
形

か
ら
生
ま
れ
る
」
こ
と
を
主
張
し
た）
（（
（

。
江
永
は
朱
載
堉
の
說
を
受
け
、
さ
ら
に

「
方
圓
相
函
列
律
圖
」
を

き
、
平
均
律
に
依
據
し
た
十
二
律
の
律
長
を
正
方
形

と
圓
と
が
容
れ
あ
う
圖
の
中
に

い
た
。

江
永
の
主
眼
は
「
正
方
形
と
圓
と
が
容
れ
あ
う
」
圖
の
背
後
に
、
河
圖
・
洛
書

の
數
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る）
（（
（

。『
律
呂
闡

』
象
數
篇
で
は
、
十
二
律
の
律
長
だ

け
で
は
な
く
、
樂
律
に
關
わ
る

々
な
理
論
を
「
正
方
形
と
圓
と
が
容
れ
あ
う



江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
七
一

內
周
か
つ
黃

正
律
の
外
周
で
あ
る
。
そ
の
二
・
二
二
寸
㊒
奇
を
半
分
に
す
れ

ば
、
黃

正
律
の
內
周
と
半
律
の
外
周
で
あ
る
。
そ
の
一
・
五
七
寸
㊒
奇
を
半

分
に
す
れ
ば
、
黃

半
律
の
內
周
で
あ
る
。
管
口
面
積
に
つ
い
て
は
、
黃

正

律
は

律
の
半
分
で
あ
り
、半
律
は
正
律
の
半
分
で
あ
り
、河
圖
の「
十
」と「
五
」

が

・
半
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
律
管
の
容
積
に
つ
い
て
は
、
黃

正

律
は

律
の
四
分
の
一
を
得
て
、
半
律
は
正
律
の
四
分
の
一
を
得
れ
ば
、
河
圖

の
「
五
」
の
積
二
五
と
「
十
」
の
積
一
〇
〇
と
が
、
あ
い
さ
る
こ
と
四
分
の
一

で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る）
（（
（

。

こ
こ
で
論
じ
る
の
は
、
黃

律
・
正
律
・
半
律
の
外
徑
・
內
徑
に
つ
い
て

で
あ
る
。
數
値
は
『
律
呂
闡

』
卷
四
（
律
體
下
）
を
參
照
し
て
說
朙
す
る
。
河

圖
の
中
心
に
あ
る
「
五
」（
圖
二
）
を
、
黃

半
律
の
律
長
五
寸
と
し
、
そ

の
十
分
の
一
が
、
黃

律
の
內
徑
か
つ
黃

正
律
の
外
徑
（
五
分
）
で
あ

る
。

賓
正
律
七
・
〇
七
一
〇
六
七
八
一
寸
の
十
分
の
一
が
、
黃

律
の
外
徑

（
七
・
〇
七
一
〇
六
七
八
一
分
）
で
あ
り
、
そ
の
二
分
の
一
が
、
黃

正
律
の
內
徑
か

つ
黃

半
律
の
外
徑
（
三
・
五
三
五
五
三
三
九
〇
分
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
五
」
の

二
分
の
一
が
、
黃

半
律
の
內
徑
（
二
・
五
分
）
で
あ
る
と
す
る
。

續
い
て
、
黃

律
・
正
律
・
半
律
の
外
周
・
內
周
に
つ
い
て
で
あ
る
。
再

び
「
五
」
に
㊟
目
し
、
黃

律
の
內
徑
が
五
分
で
あ
る
と
き
、
黃

律

の
外
周
は
二
・
二
二
一
四
四
一
四
四
寸
（
黃

律
の
外
徑
×
江
π
、
す
な
わ
ち

七
・
〇
七
一
〇
六
七
八
一
分
×
三
・
一
四
一
五
九
二
六
五
）
で
あ
り
、
ま
た
黃

律
の
內
周
は
一
・
五
七
〇
七
九
六
三
二
寸
（
黃

律
の
內
徑
×
江
π
、
す
な
わ

ち
五
×
三
・
一
四
一
五
九
二
六
五
）
と
な
り
黃

正
律
の
外
周
と
等
し
い
。
黃

律
の
外
周
（
二
・
二
二
一
四
四
一
四
四
寸
）
の
二
分
の
一
は
、
黃

正
律
の
內

周
か
つ
黃

半
律
の
外
周
（
一
・
一
一
〇
七
二
〇
七
二
寸
）
で
あ
り
、
黃

律
の
內
周
（
一
・
五
七
〇
七
九
六
三
二
寸
）
の
二
分
の
一
は
黃

半
律
の
內
周

て
「
河
洛
の
圖
式
は
さ
ら
に
、
以
降
の
自
然
科
學
者
が
數
學
・
天
文
・
地
理
・
♫

樂
・
物
理
・
醫
學
な
ど
の
理
論
を
解
釋
す
る
た
め
の
哲
學
的
根
據
と
な
っ
た
」
と

言
う）
（（
（

。
朱
載
堉
や
江
永
の
樂
律
論
は
ま
さ
に
、
樂
律
學
と
い
う
自
然
科
學
を
、
河
圖
・

洛
書
の
數
に
よ
っ
て
解
釋
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
永
は
朱
載
堉
よ
り
さ
ら
に
一
步

進
め
、
句
股
術
や
正
方
形
と
圓
の
関
係
、
管
口
の
面
積
や
律
管
の
容
積
、
乘
除

法
・
開
平
方
な
ど
の
計
算
や
、
十
二
律
の
律
長
と
管
口
の
寸
法
、
さ
ら
に
は
轉
調

理
論
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
樂
律
理
論
が
、
河
圖
・
洛
書
に
含
ま
れ
る
と
考
え
た
。

本
節
で
は
『
律
呂
新
論
』
に
も
見
ら
れ
た
「
中
聲
」
槪
念
を
意

し
な
が
ら
、
特

に
河
圖
の
中
央
に
位
置
す
る
「
五
」
に
㊟
目
し
た
江
永
の
易
學
と
樂
律
學
と
の
關

係
を
見
て
い
き
た
い
。

江
永
は
、「
方
圓
相
函
外
內
周
徑

積
圖
」（
圖
一
）
を

き
、
律
管
の
外
周
・

內
周
・
管
徑
・
面
積
を
「
正
方
形
と
圓
と
が
容
れ
あ
う
圖
」
に
表
し
、「
律
の
長

短
、
圓
周
や
直
徑
の
大
小
、

積
の
多
寡
、
そ
の
理
は
み
な
こ
の
圖
の
中
に
具
わ

る
。
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
要
は
河
圖
で
あ
り
、
す
で
に
象
數
に
よ
っ
て
人
に
示
し

て
い
る）
（（
（

」
と
述
べ
た
。
江
永
は
次
の
よ
う
に
、
河
圖
・
洛
書
の
數
と
律
管
の
管
口

の
寸
法
と
を
結
び
つ
け
る
。

　

律
の
長
短
が
河
圖
か
ら
出
た
な
ら
ば
、
律
管
管
口
の
內
外
周
徑
・

積
も
ま

た
こ
れ
に
よ
る
。
內
側
第
一
層
の
「
五
」
は
黃

半
律
の
長
さ
で
あ
り
、
そ
の

十
分
の
一
を
取
り
黃

律
の
內
徑
・
正
律
の
外
徑
と
す
れ
ば
、
黃

律
の

外
徑
は
必
ず

賓
正
律
の
長
さ
の
十
分
の
一
と
な
り
、
半
分
に
す
れ
ば
黃

正

律
の
內
徑
・
半
律
の
外
徑
で
あ
る
。
內
側
第
一
層
の
「
五
」
を
ま
た
半
分
に
し

て
二
・
五
と
す
れ
ば
、
黃

半
律
の
內
徑
で
あ
る
。
直
徑
が
五
分
（
筆
者
㊟
：
黃

律
の
內
徑
は
五
分
）
の
外
周
は
二
・
二
二
寸
㊒
奇
で
あ
り
、
黃

律
の
外

周
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
內
周
は
必
ず
一
・
五
七
寸
㊒
奇
と
な
り
、
黃

律
の
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第
六
十
七
集

一
七
二

列
の
中
項
を
求
め
る
方
法
に
つ
い
て
も
記
し
た）
（（
（

。

江
永
は
洛
書
の
數
を

々
に
組
み
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
が
等
比
數
列
を
な
す
こ
と

を
論
じ
る
。
例
え
ば
、
洛
書
に
お
け
る
奇
數
と
偶
數
が
、
そ
れ
ぞ
れ
右
囘
り
と
左

囘
り
に
等
比
數
列
を
な
す
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

洛
書
で
あ
れ
ば
、
數
を
一
つ
隔
て
て
取
る
（
筆
者
㊟
：
一
・
三
・
九
・
二
七
及
び

二
・
四
・
八
・
十
六
）。
閒
の
數
を
二
囘
重
ね
、
二
つ
の
數
と
す
る
。
二
囘
重
ね
る

と
は
自
乘
つ
ま
り
平
方
で
あ
る
。
洛
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
朙
ら
か
に
す
る
。

例
え
ば
、（
筆
者
㊟
：
奇
數
で
は
）
一
が
一
つ
隔
て
れ
ば
三
、三
が
一
つ
隔
て
れ
ば

九
で
あ
り
、
四
つ
の
數
の
比
例
（
筆
者
㊟
：
一
・
三
を
ふ
た
つ
・
九
）
は
、
一
と
三

が
三
と
九
の
關
係
に
等
し
く
、
一
×
九
は
九
、三
×
三
も
九
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
推
測
す
る
に
、
三
と
九
は
九
と
二
七
、九
と
二
七
は
二
七
と
八
一
の
關
係
に

等
し
い
。
偶
數
で
は
、
二
と
四
は
四
と
八
、四
と
八
は
八
と
十
六
、八
と
十
六
は

十
六
と
三
二
の
關
係
に
等
し
く
、
い
ず
れ
の
場
合
も
閒
に
あ
る
數
を
自
乘
す
る

と
、（
筆
者
㊟
：
歬
後
の
數
の
積
に
な
る
と
い
う
）
同
じ
關
係
を
持
つ）
（（
（

。

洛
書
の
奇
數
を
一
か
ら
左
囘
り
に
一
つ
隔
て
れ
ば
三
、三
か
ら
一
つ
隔
て
れ
ば

九
で
あ
る
（
圖
二
）。
一
と
三
の
關
係
は
三
と
九
の
關
係
に
等
し
く
、
三
と
九
の

關
係
は
九
と
二
七
（
二
七
は
洛
書
の
七
に

當
）
の
關
係
に
等
し
く
、
九
と
二
七
の

關
係
は
二
七
と
八
一
（
八
一
は
洛
書
の
一
に

當
）
の
關
係
に
等
し
い
。
洛
書
の
偶

數
で
は
、
二
と
四
の
關
係
は
四
と
八
の
關
係
に
等
し
く
、
四
と
八
の
關
係
は
八
と

十
六
（
十
六
は
洛
書
の
六
に

當
）
の
關
係
に
等
し
く
、
八
と
十
六
の
關
係
は
十
六

と
三
二
（
三
二
は
洛
書
の
二
に

當
）
の
關
係
に
等
し
い
。

そ
し
て
樂
律
も
こ
の
理
論
に
基
づ
き
計
算
で
き
る
と
言
う
。
江
永
は
續
い
て
、

黃

・

賓
か
ら
南
呂
の
律
長
を
算
出
す
る
方
法
を
提
示
す
る
。

賓

律
と
南

呂

律
の
關
係
と
、
南
呂

律
と
黃

正
律
の
關
係
は
等
し
い
。
上
記
の
比
例
の

關
係
を
用
い
る
と
、

賓

律
×
黃

正
律
は
、
南
呂

律
の
自
乘
に
な
る
。
こ

（
七
・
八
五
三
九
八
一
六
二
分
）
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
黃

律
・
正
律
・
半
律
の
管
口
面
積
と
容
積
も
、
河
圖
が

き
表
し

て
い
る
と
言
う
。
黃

正
律
の
管
口
面
積
は
黃

律
の
管
口
面
積
の
半
分
で
あ

り
、
黃

半
律
の
管
口
面
積
は
黃

正
律
の
管
口
面
積
の
半
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
河
圖
の
數
「
十
」
と
「
五
」
と
が
二
：
一
の
比
と
な
る
こ
と
に
類
似
す
る
と

言
う
。
最
後
に
黃

律
管
の
容
積
に
つ
い
て
で
あ
る
。
黃

律
の
容
積
の
四
分

の
一
が
黃

正
律
の
容
積
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
四
分
の
一
が
黃

半
律
の
容
積

と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
河
圖
の
數
「
五
」
の
自
乘
で
あ
る
二
五
と
、「
十
」
の
自

乘
で
あ
る
百
が
一
：
四
の
比
と
な
る
こ
と
に
類
似
す
る
と
言
う
。

以
上
の
よ
う
に
江
永
は
、
河
圖
に
配
置
さ
れ
た
數
が
、
十
二
律
管
の
律
長
相
互

の
關
係
を

き
だ
し
、
さ
ら
に
、
黃

律
・
正
律
・
半
律
の
管
口
寸
法
や
面
積
、

律
管
の
容
積
の
關
係
を
表
象
す
る
と
考
え
た
。
江
永
は
「
こ
れ
は
み
な
自
然
の
理

數
で
あ
り
、
河
圖
の
內
外
四
層
の
中
に
備
わ
る
が
、
千
古
の
間
朙
ら
か
に
さ
れ
な

か
っ
た）
（（
（

」
と
述
べ
る
。

以
上
、
河
圖
と
十
二
律
の
關
連
を
論
じ
た
。
洛
書
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

『
律
呂
新
論
』
で
は
、
專
ら
樂
律
學
と
河
圖
の
數
を
結
び
付
け
て
い
た
が
、『
律
呂

闡

』
で
は
、
洛
書
に
も
結
び
付
け
て
い
る
。
本
節
で
は
、
十
二
平
均
律
を

え

る
等
比
數
列
理
論
と
洛
書
の
關
係
に
言
及
し
た
い
。
こ
こ
で
、
朱
載
堉
の
等
比
數

列
理
論
に
つ
い
て
槪
括
す
る
。
戴
念
祖
に
よ
れ
ば
、
朱
載
堉
は
曆
法
の
二
至
點
・

二
分
點
の
槪
念
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
等
比
數
列
の
中
項
の
槪
念
を
朙
ら
か
に
し

た
と
言
う
。
公
比
が
不
朙
で
も
、
等
比
數
列
の
中
項
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
四

項
か
ら
成
る
等
比
數
列
の
場
合
、
第
一
項
・
第
四
項
が
わ
か
れ
ば
、
第
二
・
第
三

項
も
わ
か
る
。
朱
載
堉
自
身
が
等
比
數
列
を
は
っ
き
り
と
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
彼
の
樂
律
計
算
は
實
質
的
に
、
等
比
數
列
を
歬
提
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

江
永
は
、
朱
載
堉
の
十
二
平
均
律
が
等
比
數
列
を
な
す
こ
と
を
理
解
し
、
等
比
數



江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
七
三

歬
の
數
學
者
の
ば
あ
い
、
河
圖
・
洛
書
を
重
視
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
い
ず
れ
の

言
及
も
せ
い
ぜ
い
河
圖
・
洛
書
を
數
の
起
源
と
言
う
に
止
ま
り
、
い
ま
だ
具
體
的

に
、
河
洛
二
圖
を
も
っ
て
數
學
な
い
し
加
減
乘
除
の
由
來
す
る
と
こ
ろ
な
ど
と
は

考
え
て
い
な
い
」
と
述
べ
、「
河
圖
・
洛
書
に
た
い
し
數
學
の
起
源
と
と
ら
え
て

具
體
的
な
考
察
を
展
開
し
た
の
は
、
康
熙
帝

纂
の
『
周
易
折
中
』
諬

附
論
篇

が
最
初
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。『
周
易
折
中
』
諬

附
論
篇
は
、
加
減
乘
除
の
ほ

か
、
圓
周
率
や
句
股
術
な
ど

々
な
數
學
理
論
を
河
洛
の
數
か
ら
導
き
出
し
て
い

る
。
川
原
は
さ
ら
に
、「『
周
易
折
中
』
の
數
學
や
數
理
科
學
の
圖
書
起
源
說
は
、

欽
定
な
ど
の
故
を
も
っ
て
多
方
面
に
影
响
を
お
よ
ぼ
し
た
が
、
そ
の
最
大
の
影
响

と
い
え
ば
、
純
粹
の
科
學
書
で
あ
る
『
律
曆
淵
源
』
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
」
と

述
べ
る）
（（
（

。

た
だ
し
、『
律
曆
淵
源
』
に
含
ま
れ
る
樂
律
理
論
書
『
律
呂
正
義
』
は
、
河
圖
・

洛
書
と
結
び
つ
い
た
朱
載
堉
の
十
二
平
均
律
で
は
な
く
、
朱
熹
・

元
定
の
三
分

損
益
法
を
選
擇
し
た
。
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、『
律
呂
正
義
』
で
は
、
河
圖
・

洛
書
と
樂
律
學
を
數
理
上
密

に
關
連
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

は
希

で
あ
る
。

樂
律
論
に
限
っ
て
み
れ
ば
、『
周
易
折
中
』
の
圖
書
起
源
說
は
、
官
製
樂
律
書
の

方
で
は
な
く
、『
律
呂
闡

』
に
對
し
、
江
永
が
自
ら
言
及
す
る
よ
う
に）
（（
（

大
き
な

影
响
を
與
え
た
と
言
え
よ
う
。
淸
朝
の
考
證
學
者
た
ち
が
漢
易
を
重
視
す
る
中
、

江
永
が
ひ
と
り
、
宋
の
象
數
易
か
ら
生
ま
れ
た
河
洛
の
學
を
論
じ
た
の
は
、
朙
淸

朞
を
通
じ
、
河
洛
の
學
が
自
然
科
學
理
論
の
根
據
と
し
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
も

一
因
だ
ろ
う
。

梁
諬
超
は
『
中
國
近
三
百
年
學
術
史
』
で
江
永
の
書
を
評
價
し
、「
河
圖
・
五

行
・
納
♫
・
氣
節
と
い
っ
た
諸
々
の
陋
習
に
付
會
す
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
」

と
述
べ
る）
（（
（

。
梁
諬
超
が
新
し
い
「
樂
學
」
の
先
驅
者
の
一
人
と
見
な
し
た
の
は
、

毛
奇
齡
（
一
六
二
三―

一
七
一
六
）
で
あ
っ
た
。
毛
奇
齡
は
、
河
洛
の
學
な
ど
諸
々

れ
は
結
局
、
等
比
數
列
の
中
項
を
求
め
る
方
法
と
同
一
で
あ
る）
（（
（

。

以
上
の
よ
う
に
江
永
は
、
洛
書
の
數
が
等
比
數
列
を

き
表
す
と
考
え
た
。
江

永
は
、
洛
書
の
數
と
句
股
術
も
結
び
付
け
て
い
る）
（（
（

。
等
比
數
列
や
句
股
術
を
樂

律
學
で
用
い
る
の
は
、
朱
載
堉
の
十
二
平
均
律
理
論
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

江
永
は
す
で
に
『
律
呂
新
論
』
の
段
階
で
、
河
圖
の
數
と
樂
律
學
と
の
關
連
を
意

し
て
い
た
。
し
か
し
朱
載
堉
の
理
論
と
出
會
っ
た
後
、
十
二
平
均
律
で
用
い
る

々
な
計
算
を
、
洛
書
の
數
と
も
關
連
さ
せ
て
い
き
、
河
洛
兩
方
の
數
が
樂
律
學

の
根
據
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結　

論

江
永
が
、
朱
載
堉
の
理
論
に
本
格
的
に
觸
れ
る
歬
に
持
っ
て
い
た
問
題
意

は
、

朱
載
堉
の
書
を
實
際
に
手
に
し
、『
律
呂
闡

』
を

す
に
至
っ
て
、
よ
り
强
固

と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
三
分
損
益
法
は
「
徃
き
て
﨤
ら
ず
」
と
い
う
點
で
批

を
受
け
、

々
な
代
替
案
が

索
さ
れ
て
き
た
。
江
永
が
三
分
損
益
法
を
批

す

る
際
も
、
當
然
「
徃
き
て
﨤
ら
ず
」
を
問
題
視
す
る
。
そ
し
て
、
江
永
が
繰
り
﨤

し
論
じ
た
の
は
、「
徃
き
て
﨤
ら
ず
」
を
克
服
し
た
十
二
平
均
律
こ
そ
が
、
黃

を
眞
の
意
味
で
「
中
聲
」
と
し
て
尊
び
（
黃

は
九
寸
で
は
な
く
「
四
寸
五
分
」
で
あ

る
が
故
に
尊
く
）、
河
圖
・
洛
書
の
數
理
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

江
永
は
、
十
二
平
均
律
の
律
長
の
み
な
ら
ず
、
管
口
周
徑
・
面
積
・
律
管
容
積
を

も
河
圖
の
數
に
基
礎
付
け
、
さ
ら
に
洛
書
の
數
に
十
二
平
均
律
を

え
る
等
比
數

列
理
論
や
句
股
術
を
讀
み
こ
ん
だ
。

河
圖
・
洛
書
を
自
然
科
學
理
論
の
根
據
と
し
、
兩
者
を
連
關
さ
せ
る
の
は
、

元
定
以
降
朙
淸
朞
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
江
永
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
連
關
の
具
體
的
な
あ
り
方
は
、
淸
代
と
そ
れ
以
歬
で
は
少

し

な
る
。
川
原
秀
城
は
淸
代
の
數
學
理
論
と
河
洛
の
學
の
關
係
を
論
じ
「
淸
以



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
七
四

（
３
）　

邢
兆
良
『
朱
載
堉
評
傳
』、
南
京
大
學
出
版
社
、
一
九
九
八
、
二
九
一
頁
。

（
４
）　

劉
勈
は
「
十
二
平
均
律
が
施
行
さ
れ
な
い
原
因
を
、

單
に
封
建
時
代
の
皇
帝
の

せ
い
に
し
な
い
」、「
い
く
つ
か
の
重
要
な
學
術
成
果
が
直
ち
に
人
の
㊟
意
を
ひ
き
つ

け
な
い
こ
と
も
、
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
」
と
述
べ
、
平
均
律
を
採
用
す
る
こ

と
の
實
際
的
な
難
し
さ
を
經
濟
面
も
含
め
て
論
じ
、
同
時
朞
の
他
の
樂
律
書
と
比
べ
、

朱
載
堉
の
書
が
特
に
攻
擊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
る
（「
朱
載
堉

作
的
命

運
新
探
」、『
黃

』（
武
漢
♫
樂
學
院
學
報
）、
二
〇
一
一
年
第
一
朞
、
一
〇
〇―

一

〇
一
頁
）。

（
５
）　

朱
伯
崑
『
易
學
哲
學
史
』
第
九

「
衟
學
的
終
結
和
漢
易
的
復
興
」
第
二
節
「
淸

初
考
據
之
學
對
圖
書
之
學
的
檢
討
」
第
三
節
「
漢
學
家
的
易
說
」、
昆
侖
出
版
社
、

二
〇
〇
五
、
二
五
八―

四
〇
〇
頁
。

（
６
）　

田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
論
と
平
均
律―

儒
敎
に
お
け
る
樂
の
思
想
』、
風
响
社
、

二
〇
一
四
、
四
一―

四
三
頁
。

（
７
）　

錢
穆
『
中
國
近
三
百
年
學
術
史
』、
商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
、
三
三
九―

三
四

〇
頁
。

（
８
）　
『
律
呂
闡

』
卷
三
、
律
體
上
、
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
第
二
二
〇
册
、
經

樂
類
、

五
八
六
頁
下
。

（
９
）　

歷
代
の
論
者
が
圓
を
多
角
形
で
分
割
す
る
割
圓
術
に
よ
っ
て
圓
周
率
を
求
め
た
の

に
對
し
、
朱
載
堉
は
、『
周
髀
算
經
』
の
「
圓
出
於
方
」
と
い
う
記
述
に
依
據
し
て
、

圓
周
を
そ
の
圓
に
內

す
る
正
方
形
か
ら
導
き
出
そ
う
と
し
た
。
一
邊
九
寸
、
一
周

三
六
寸
の
正
方
形
に
外

す
る
圓
の
一
周
を
、
細
長
い
紙
を
使
っ
て
計
測
し
て
四
○

寸
だ
と
し
、
圓
周
率
を
三
・
一
四
二
六
九
六
八
と
計
算
し
た
。
田
中
㊒
紀
「
朱
載
堉

の
樂
律
論
に
お
け
る
『
周
禮
』
考
工
記
・
嘉
量
の
制―

後
朞
の
數
學
書
及
び
樂
律

書
を
中
心
に
」、『
經
濟
學
季
報
』（
立
正
大
學
）
六
三
卷
四
號
、
一
一
九―

一
五
五
頁
、

二
〇
一
四
。

（
10
）　
「
思
う
に
、
圓
周
四
○
で
あ
れ
ば
、
內

す
る
正
方
形
の
一
邊
は
九
だ
け
と
い
う

の
象
數
易
と
結
び
つ
い
た
樂
律
學
を
激
し
く
批

し
た
。
冐
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

象
數
易
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
河
洛
の
學
が
當
時
ひ
た
す
ら
否
定
さ
れ
た
傾
向
を

鑑
み
れ
ば
、
朱
載
堉
の
十
二
平
均
律
は
、
江
永
が
河
洛
の
學
と
徹
底
的
に
連
關
さ

せ
、
再
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
河
洛
の
學
と
と
も
に
放

さ
れ
る
よ
う
運
命

づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
十
二
平
均
律
が
淸
代
に
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
要
因

は
、
自
然
科
學
理
論
と
河
洛
の
學
の
融
合
が
江
永
で
頂
點
に
至
り
、
以
降
の
考
證

學
者
た
ち
に
繼
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㊟
（
１
）　

三
分
損
益
法
は
、
振
動
數
比
が
二
：
三
の
完
全
五
度
と
、
三
：
四
の
完
全
四
度

を
用
い
た
♫
階
計
算
法
で
あ
る
。
あ
る
律
管
の
長
さ
を　
2
3
に
す
る
（
下
生
）
と
、

そ
の
律
管
の
振
動
數
は　
3
2
と
な
り
、
五
度
上
の
♫
を
計
算
で
き
る
。
ま
た
、
あ

る
律
管
の
長
さ
を　
4
3
に
す
る
（
上
生
）
と
、
そ
の
律
管
の
振
動
數
は　
3
4
と

な
り
、
四
度
下
の
♫
を
計
算
で
き
る
。
以
上
の
計
算
を
反
復
し
♫
階
を
形
成
す
る
。

中
國
の
樂
律
學
で
は
、
特
定
の
長
さ
の
笛
が
發
す
る
♫
の
高
さ
を
全
て
の
基
準
と
し

黃

と
呼
ん
だ
。
黃

を
ｃ
と
す
れ
ば
、
大
呂
＝
ｃ
＃
、
太
簇
＝
ｄ
、
夾

＝
ｄ

＃
、
姑
洗
＝
ｅ
、
仲
呂
＝
ｆ
、

賓
＝
ｆ
＃
、
林

＝
ｇ
、
夷
則
＝
ｇ
＃
、
南
呂
＝

ａ
、
無
射
＝
ａ
＃
、
應

＝
ｂ
と
な
り
、
こ
れ
ら
十
二
律
は
絕
對
♫
高
を
示
す
。
十

二
律
は
、
表
一
の
よ
う
に
、
黃

か
ら
次
々
に
三
分
損
益
を
行
う
。
ま
た
、
相
對
♫

高
を
表
す
階
名
と
し
て
五
聲
（
宮
・
商
・
角
・

・
羽
）
が
あ
る
。
宮
を
ド
と
す
れ

ば
、
商
＝
レ
、
角
＝
ミ
、

＝
ソ
、
羽
＝
ラ
と
な
る
。
變

＝
ソ
♭
（
フ
ァ
♯
）

と
變
宮
＝
ド
♭
（
シ
）
を
加
え
、
七
聲
を
形
成
す
る
こ
と
も
あ
る
。
五
聲
も
宮
か
ら

次
々
に
三
分
損
益
を
行
う
。

（
２
）　

戴
念
祖
『
天
潢
眞
人　

朱
載
堉
』、
大
象
出
版
社
、
二
〇
〇
八
、
二
九
〇―

三
〇

六
頁
。



江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
七
五

こ
と
は
な
く
、
も
し
一
邊
九
の
正
方
形
を
容
れ
る
の
な
ら
、
圓
周
は
四
○
に
は
及
ば

な
い
（

圓
周
四
十
、
則
容
方
不

九
、

容
方
九
、
則
圓
周
不
及
四
十
）。」『
律

呂
闡

』
卷
三
、
五
八
六
頁
下―

五
八
七
頁
上
。

（
11
）　

戴
念
祖
『
天
潢
眞
人　

朱
載
堉
』、
三
〇
一
頁
。

（
12
）　

中
國

術
硏
究
院
♫
樂
硏
究
所
㊮
料
室
編
『
中
國
♫
樂
書
譜
志
』（
增
訂
版
）、
人

民
♫
樂
出
版
社
、
一
九
九
四
、
七
頁
。
ま
た
、
石
林
昆
は
遲
く
と
も
一
七
二
一
年

だ
と
考
證
す
る
（「
江
永
『
今
律
』
理
論
初
探
」、『
天
籟
』（
天
津
♫
樂
學
院
學
報
）、

二
〇
〇
九
年
第
四
朞
、
五
一―

五
二
頁
）。

（
13
）　
「
不
當
執
定
古
人
三
分
損
益
成
法
也
。」『
律
呂
新
論
』
卷
上
、
論

氏
律
書
、
論

氏
律
書
未
盡
善
、
四
庫
全
書
原
本
、
百

叢
書
集
成
所

守
山
閣
叢
書
、
三
頁
。

（
14
）　
「
五
聲
三
分
損
益
隔
四
而
相
生
亦
得
其
近
似
而
非
其
本
然
。
古
人
見
其
數
之
近
似

也
。」『
律
呂
新
論
』
卷
上
、
辨
三
分
損
益
上
下
相
生
之
非
、
二
六
頁
。

（
15
）　

黃

律
か
ら
三
分
損
益
を
繰
り
﨤
し
て
十
二
番
目
の
仲
呂
律
に
、
さ
ら
に
三
分
損

一
を
行
っ
た
場
合
、
黃

律
の
一
オ
ク
タ
ー
ブ
上
に
は
な
ら
ず
、
少
し
高
い
♫
と
な

る
。
黃

＝
九
寸
だ
と
す
る
と
、
九
寸
に　
2
3
、　
4
3
を
六
囘
ず
つ
乘
じ
て
も
、

四
・
五
寸
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
も
と
も
と
の
黃

に
は
戾
れ
な
い
」
と

い
う
矛
盾
は
、「
徃
き
て
﨤
ら
ず
（
徃
而
不
﨤
）」
と
呼
ば
れ
た
。

（
16
）　
『
律
呂
新
論
』
卷
上
、
辨
三
分
損
益
上
下
相
生
之
非
、
二
六
頁
。

（
17
）　

黃

か
ら
算
出
さ
れ
た
十
二
律
を
正
聲
（
正
律
・
全
律
）
と
呼
び
、
正
聲
に
對
し

約
一
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
律
を
淸
聲
（
半
聲
・
半
律
）
と
言
う
。
㊟（
15
）で
述
べ
た
よ

う
に
、
三
分
損
益
法
に
依
據
す
る
限
り
、
黃

淸
聲
は
九
寸
の
ち
ょ
う
ど
一
オ
ク
タ

ー
ブ
上
で
あ
る
四
・
五
寸
に
は
な
ら
な
い
。

（
18
）　

黃

律
管
の
寸
法
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
律
曆
志
で
は
、
秬
黍
が
九
○
粒
竝
び
、

一
二
〇
〇
粒
入
る
律
管
を
採
用
し
、
こ
の
律
管
の
長
さ
を
九
寸
と
し
て
尺
度
の
基
準

と
し
た
。

（
19
）　
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
黃
帝
に
命
じ
ら
れ
た
伶
倫
が
律
を
作
る
た
め
に
採
取
し
た
竹

を
「
以
生
空
竅
厚

者
、
斷
兩
節
閒
、
其
長
三
寸
九
分
而
吹
之
、
以
爲
黃

之
宮
、

吹
曰
舍
少
、
次
制
十
二
筒
…
」（
仲
夏
紀
、
古
樂
）
と

寫
す
る
。
し
か
し
『
漢
書
』

は
「
其
竅
厚
均
者
、
斷
兩
節
閒
而
吹
之
、
以
爲
黃

之
宮
、
制
十
二
筩
…
」（
律
曆

志
上
、
和
聲
）
と
し
「
三
寸
九
分
」
と
「
舍
少
」
を
削
る
。

（
20
）　
『
律
呂
新
論
』
卷
上
、
論
黃

之
宮
、
辨
歬
漢
志
誤
刪
呂
氏
春
秋
、
九―

十
一
頁
。

（
21
）　
「

氏

於
『
通
典
』
變
律
子
聲
之
說
、
謂
無
黃

四
寸
半
之
律
。」『
律
呂
新
論
』

卷
上
、
論
黃

之
宮
、
辨
歬
漢
志
誤
刪
呂
氏
春
秋
、
十
二
頁
。

（
22
）　
『
律
呂
新
論
』
卷
上
、
論
五
聲
、
五
聲
之
體
本
於
河
圖
、
六―

七
頁
。

（
23
）　
「
五
聲
之
序
、
宮
・
商
・
角
・

・
羽
、
衆
所
共
知
。『
管
子
』
地
員
篇
先
言
聽

聽
羽
、
而
後
聽
宮
聽
商
聽
角
。
非
故
違
其
序
也
。
聲
律
之
理
、
論
其
「
體
」
則
以
律

長
而
聲
濁
者
爲
宮
。
論
其
「
用
」
則
宮
歬
㊒
低
聲
、
宮
後
㊒
髙
聲
、
而
黃

則
在
淸

濁
之
閒
。」『
律
呂
闡

』
卷
首
、
皇
言
定
聲
、
五
五
二
頁
。

（
24
）　

字
は
正
義
、
開
封
の
人
。

に
『
樂
府
聲
調
』
三
卷
（
佚
）
が
あ
る
。
北
周
と
隋

の
兩
朝
に
仕
え
、

祇
婆
か
ら
龜

の
琵
琶
の
演
奏
を
學
ん
だ
（『
隋
書
』
卷
三
八
、

列
傳
第
三
）。

（
25
）　
「
㊒
鄭
譯
者
不
知
而
妄
議
、

易
其
旋
宮
之
法
、
於
是
誤
以
最
大
者
爲
黃

、
而

黃

之
宮
遂
不
得
居
中
位
矣
。
自
是
以
來
、
學
士
大
夫
、
或
制
律
造
樂
、
或

書
立

言
、
無
不
以
宮
聲
爲
最
大
者
。
是
知
「
體
」
而
不
知
「
用
」
也
。
是
徒
知
最
長
者
之

爲
尊
、
不
知
居
中
者
之
尤
爲
尊
也
。
…
則
宮
聲
居
中
之
理
、
未
嘗
不
存
於
聲
器
之
閒
。

顧
樂
工
能
知
而
學
士
大
夫
反
昧
之
。
是
未
深
究
古
籍
之
言
、
徒

俗
相
傳
之
說
、

慾
尊
君
而
未
知
所
以
尊
也
。」『
律
呂
闡

』
卷
首
、
皇
言
定
聲
、
五
五
三
頁
上
下
。

（
26
）　
「
其
正
論
精
義
閒
見
傳
・
記
・
子
・
史
者
、
先
儒
或
忽
畧
而
不
信
、
或
誤
解
而
失

眞
。」『
律
呂
闡

』
卷
五
、
稽
古
、
六
〇
三
頁
下
。

（
27
）　
「
按
呂
氏
述
古
人
造
律
之
始
。
…
其
言
造
律
必
先
爲
「
黃

之
宮
」
以
爲
律
本
、

而
後
制
十
二
筒
、
次
第
昭
然
可
見
。

「
黃

之
宮
」
者
黃

之
半
律
也
。
半
律

當
言
「
四
寸
五
分
」
而
云
「
三
寸
九
分
」
者
字
之
誤
耳
。
…

云
「
次
制
十
二
筒
」、



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
七
六

尤
可
見
「
黃

之
宮
」、
非
「
十
二
筒
」
之
黃

。

凢
樂
皆
天
地
之
中
聲
而
「
黃

之
宮
」

爲
中
之
中
、
是
以
造
律
之
始
、
特
重
之
。
由
此

之
則
爲
黃

九
寸
、

以
生
十
一
律
。
律
成
而
法
之
、
以
制
器
、
器
成
而
用
之
以
成
樂
。
十
二
律
還
相
爲
宮
、

正
宮
之
位
必
恆
在
淸
濁
之
閒
、
最
濁
次
濁
者
居
其
歬
、
次
淸
最
淸
者
居
其
後
。
此
律

呂
之
大
本
原
、
亦
作
樂
之
大
關
鍵
。」『
律
呂
闡

』
卷
五
、
稽
古
、
六
〇
四
頁
上
下
。

（
28
）　
『
律
呂
闡

』
卷
五
、
稽
古
、
六
〇
四
頁
下―

六
〇
五
頁
上
。

（
29
）　
「
按
⺼
令
亦
呂
氏
之
書
也
。
仲
冬
之
⺼
、
律
中
黃

、
而
季
夏
之
⺼
別
爲
中
央
土
、

律
中
黃

之
宮
。

伶
倫
先
爲
「
黃

之
宮
」
以
爲
律
本
、
別
於
十
二
筒
之
黃

者

也
。
…
鄭
氏
不
得
其
說
、
誤
解
爲
最
長
之
律
、
何
以
同
一
律
中
於
仲
冬
、

中
於
季

夏
乎
。
何
以
別
名
「
黃

之
宮
」
乎
。
惟

邕
『
⺼
令

句
』
以
爲
「
四
寸
五
分
」

之
少
宮
而
先
儒
熊
安
生
從
之
、
正
得
古
人
之
意
、
但
不
當
言
用
此
候
氣
耳
。」『
律
呂

闡

』
卷
五
、
稽
古
、
六
〇
七
頁
上
下
。

（
30
）　
「
凢
聽

如
負
豬
豕
、
覺
而

。
凢
聽
羽
如
鳴
馬
在
野
、
凢
聽
宮
如
牛
鳴

中
、

凢
聽
商
如
離
羣
羊
、
凢
聽
角
如
雉
登
木
以
鳴
、
♫
疾
以
淸
。
凢
將
起
五
♫
、
凢
首
、

先
主
一
而
三
之
。
四
開
以
合
九
九
、
以
是
生
黃

小
素
之
首
以
成
宮
、
三
分
而
益
之

以
一
、
爲
百
㊒
八
、
爲

、
不
無
㊒
三
分
而
去
其
乘
、
㊜
足
、
以
是
生
商
、
㊒
三
分

而
復
於
其
所
、
以
是
成
羽
、
㊒
三
分
去
其
乘
、
㊜
足
、
以
是
成
角
。」『
管
子
』
地
員
。

（
31
）　
「
劉
安
以
後
言
律
者
、
皆
曰
宮
下
生

、

下
生
商
、
商
上
生
羽
、
羽
下
生
角
、

獨
此
書
爲
宮
上
生

、

下
生
商
、
商
上
生
羽
、
羽
下
生
角
。

後
人
以
黃

全

律
爲
宮
而
『
管
子
』
以
黃

半
律
爲
宮
也
。
用
半
律
爲
宮
、
故
不
正
名
黃

、
而
曰

「
黃

小
素
」、
豈
不
猶
『
呂
氏
』
所
謂
「
黃

之
宮
」、「
吹
曰
舍
少
」
者
乎
。
…
凢

宮
聲
皆
可
命
之
謂
黃

九
寸
爲
八
十
一
、
則
宮
固
下
生

爲
五
十
四
矣
。
以
「
黃

小
素
」
四
寸
半
爲
八
十
一
、
則
宮
當
上
生

爲
百
㊒
八
矣
。
夫
以
半
黃

爲
八
十
一
、

則

之

爲
百
㊒
八
、
羽
之

爲
九
十
六
者
、
在
其
歬
、
商
之
七
十
二
、
角
之
六
十

四
、
在
其
後
。
而
宮
・
商
・
角
・

・
羽
變
爲

・
羽
・
宮
・
商
・
角
矣
。」『
律
呂

闡

』
卷
五
、
稽
古
、
六
〇
八
頁
下―

六
〇
九
頁
上
。

（
32
）　

石
井
文
雅
「
聲
律
の
算
法
に
つ
い
て
」、
岸
邊
成
雄
編
『
田
邊
先
生
還
曆
紀
念
東

亞
♫
樂
論
叢
』、
山
一
書
房
、
一
九
四
三
、
四
〇―

四
四
頁
。

（
33
）　
「
呂
氏
本
謂
「
伶
倫
造
律
、
先
爲
「
黃

之
宮
」」、

謂
「「
黃

之
宮
」、
淸
濁

之
衷
」、
應
「
中
央
土
」。
故
黃

生
林

不
以
全
律
下
生
而
以
半
律
上
生
。
則
黃

之
宮
位
乎
淸
濁
之
閒
、
在
其
歬
者
、
㊒
林

・
夷
則
・
南
呂
・
無
射
・
應

五
全
律

爲
濁
而
下
生
乎
淸
。
在
其
後
者
、
㊒
大
呂
・
太

・
夾

・
姑
洗
・
仲
呂
・

賓
六

半
律
爲
淸
而
上
生
乎
濁
也
（
惟

賓
生
大
呂
、
以
半
律
上
生
半
律
、
而
仲
呂
亦
以
半

律
上
生
半
黃

。）
此
損
益
上
下
之
法
、
正
與
『
管
子
』
同
、
但
彼
言
五
聲
、
此
言

十
二
律
耳
。
詳
味
之
『
呂
氏
』
言
樂
歬
後
一
貫
、『
管
』『
呂
』
之
法

合
符
節
。」

『
律
呂
闡

』
卷
五
、
稽
古
、
六
〇
九
頁
下―

六
一
〇
頁
上
。

（
34
）　
「
然
而
圖
書
之
妙
、
不
止
於
此
、
一
切
聲
律
數
理
、
用
律
法
度
、
及
干

納
♫
、

無
一
不
出
其
中
。」『
律
呂
闡

』
卷
一
、
律
尺
、
五
五
六
頁
上
。

（
35
）　
「
從
來
言
律
者
、
皆
云
黃

九
寸
、
既
得
九
寸
、
用
三
分
損
一
益
一
、
以
生
十
一
律
。

其
法
似
巧
妙
、
一

天
地
生
成
㊒
此
法
與
數
者
。
洎
生
至
仲
呂
、
不
能
復
得
黃

、

說
者
曰
、
律
呂
之
數
「
徃
而
不
﨤
」。
夫
律
呂
傚
法
天
地
者
也
。
天
地
之
氣
、
今
歲

節
氣
既
終
、
來
歲
節
氣

續
、
無
絲
毫
之
閒
斷
、
獨
律
呂
「
徃
而
不
﨤
」、
天
地
豈

留
其
㊒
憾
乎
。
…
獨
朱
載
堉
因

氏
爲
量
㊒
「
內
方
尺
而
圓
其
外
」
之
文
、
悟
出
天

地
以
方
圓
相
函
而
自
然
之
數
出
其
中
。
…
其
相
生
也
、
可
隔
八
、
可
相
連
、
可
左
旋

而
順
、
亦
可
右
旋
而
逆
、
仲
呂
與
黃

如
母
子
之
相
隨
、
應

與
黃

、
黃

與
大

呂
、
如
兄
弟
之
相
比
、
夫
婦
之
相
偶
、
皆
一
氣
相
聨
、
無
絲
毫
之
閒
斷
。
因
律
管
長

短
推
出
管
體
厚

與
空
圍
大
小
、
外
周
・
內
周
、
外
徑
・
內
徑
、
平

、
積
實
、
皆

方
圓
相
函
自
然
之
眞
數
。
此
數
千
年
未
洩
之
祕
、
載
堉
始
發
之
。
雖
起
伶
倫
・
州
鳩
・

師
曠
之
徒
、
見
之
亦
當
歎
其
妙
絕
。
今
載
其
說
、
更
推
本
於
圖
書
、
發
朙
理
數
之
所

以
然
、
使
此
理
昭
晰
無
疑
、
千

世
言
律
學
者
更
無
可
鑿
智
飜
案
之
理
。」『
律
呂
闡

』
卷
二
、
律
率
、
五
六
五
頁
上
下
。

（
36
）　

田
中
㊒
紀
「
朱
載
堉
の
樂
律
論
に
お
け
る
『
周
禮
』
考
工
記
・
嘉
量
の
制
」、
一



江
永
の
十
二
平
均
律
解
釋
と
河
圖
・
洛
書
の
學

一
七
七

三
九―

一
四
二
頁
。

（
37
）　

戴
念
祖
『
天
潢
眞
人　

朱
載
堉
』、
三
〇
三
頁
。
田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
論
と

平
均
律―

儒
敎
に
お
け
る
樂
の
思
想
』
四
一―

四
三
頁
。
ま
た
、
石
林
昆
は
「
江

永
は
『
河
圖
』・『
洛
書
』
の
體
現
す
る
數
理
法
則
に

中
に
な
り
、
朱
載
堉
の
「
新

法
密
率
」
理
論
で
運
用
す
る
數
理
關
係
と
『
河
圖
』・『
洛
書
』
を
結
合
し
、
自
分
の

「
新
法
密
率
」
に
對
す
る
理
解
を
述
べ
て
朙
ら
か
に
し
、
易
學
專
門
書
で
あ
る
『
河

洛
精

』
で
は
一
卷
の
紙
幅
を
も
ち
い
て
「
數
」・「
律
」
の
閒
の
關
係
を
解
き
朙
か

し
た
」
と
述
べ
る
（「
論
江
永
對
朱
載
堉
樂
律
學
思
想
的
繼
承
與
進
一
步
實
證
硏
究
」、

『
中
國
♫
樂
學
』、
二
〇
一
二
年
第
四
朞
、
十
七
頁
）。

（
38
）　
「
聲
律
實
起
於
象
數
、
河
圖
・
洛
書
、
其
本
原
。
句
股
、
方
圓
、

積
、
乘
除
、

開
方
、
律
之

半
、
長
短
、
廣
狹
、
左
旋
、
右
旋
、
隔
八
相
生
、
起

用
調
、
其
理

數
悉
其
圖
書
之
中
。
歬
人
論
律
、
未
㊒
究
其
本
原
者
。
惟
鄭
世
子
謂
黃

「
十
」
寸

者
法
河
圖
之
體
數
、
約
「
十
」
爲
「
九
」
寸
者
法
洛
書
之
用
數
。
此
爲
擴
歬
人
所
未

發
。
然
第
能
言
「
十
」
與
「
九
」
之
體
用
耳
、
不
知
其
所
推

律
・
正
律
・
半
律
・

方
圓
相
函
之
理
與
相
生
旋
宮
之
法
、
無
一
不
具
於
圖
書
之
中
也
。」『
律
呂
闡

』
卷

六
、
象
數
、
六
一
六
頁
下
。
朱
載
堉
は
、
古
文
獻
に
見
え
る
黃

の
寸
法
に
關
す

る
複
數
の
表
記
（
十
寸
や
九
寸
）
は
、
同
一
の
長
さ
を
指
す
と
考
え
た
。
田
中
㊒
紀

「
朱
載
堉
の
黃

論
「
同
律
度
量
衡
」―

累
黍
の
法
と
九
進
法
、
十
進
法
の
竝
存
」、

『
中
國
哲
學
硏
究
』（
東
京
大
學
中
國
哲
學
硏
究
會
）
二
五
、
六
六―
一
〇
五
頁
、
二

〇
一
一
を
參
照
。

（
39
）　

朱
伯
崑
『
易
學
哲
學
史
』
第
七

「
南
宋
時
朞
易
學
哲
學
的
發
展
」
三　
「

元

定
和

沈
的
河
洛
之
學
」、
四
二
八―

四
六
一
頁
。

（
40
）　

朱
伯
崑
『
易
學
哲
學
史
』、
四
五
九
頁
。
譯
文
は
伊
東
倫
厚
主
編
『
易
學
哲
學
史
』

譯
㊟
、
日
本
周
易
學
會
、
二
〇
〇
六
、
四
〇
八
頁
を
參
照
。

（
41
）　
「
律
之
長
短
、
圍
徑
之
大
小
、

積
之
多
寡
、
其
理
皆
具
此
圖
之
中
。
要
其
所
以

然
者
河
圖
已
以
象
數
示
人
矣
。」『
律
呂
闡

』
卷
二
、
律
率
、
五
七
五
頁
上
。

（
42
）　
「
律
之
長
短
既
自
河
圖
出
、
律
之
外
內
周
徑
・

積
亦
由
之
。
內
一
層
之
「
五
」

爲
黃

半
律
之
長
、
取
十
分
之
一
以
爲
黃

律
之
內
徑
・
正
律
之
外
徑
、
則
黃

律
之
外
徑
、
必
得

賓
正
律
十
分
之
一
、
折
半
則
黃

正
律
之
內
徑
・
半
律

之
外
徑
也
。
內
一
層
之
「
五
」、

折
半
爲
二
五
、
則
黃

半
律
之
內
徑
也
。
徑
五

之
外
周
二
二
二
㊒
竒
者
、
爲
黃

律
之
外
周
、
則
其
內
周
必
得
一
五
七
㊒
竒
、
爲

黃

律
之
內
周
與
正
律
之
外
周
。
其
二
二
二
㊒
竒
、
折
半
則
黃

正
律
之
內
周
與

半
律
之
外
周
。
其
一
五
七
㊒
竒
、
折
半
則
黃

半
律
之
內
周
也
。
其
面

、
則
黃

正
律
得

律
之
半
、
半
律
得
正
律
之
半
、
如
圖
之
「
十
」
與
「
五
」
爲

半
也
。
實

積
則
黃

正
律
得

律
四
之
一
、
半
律
得
正
律
四
之
一
、
如
圖
「
五
」
之
積
二
十
五
、

「
十
」
之
積
百
、
相
差
爲
四
之
一
也
。」『
律
呂
闡

』
卷
六
、
象
數
、
論
河
圖
爲
方

圓

積
律
管
通
長
空
徑
之
源
、
六
一
八
頁
上
下
。

（
43
）　
「
此
皆
自
然
之
理
數
、
具
於
河
圖
內
外
四
層
之
中
、
千
古
未
發
朙
也
。」『
律
呂
闡

』
卷
六
、
象
數
、
論
河
圖
爲
方
圓

積
律
管
通
長
空
徑
之
源
、
六
一
八
頁
下
。

（
44
）　

戴
念
祖
『
天
潢
眞
人　

朱
載
堉
』、
二
七
六―

二
七
九
頁
、
三
〇
二
頁
。

（
45
）　
「
洛
書
則
隔
一
位
取
之
。
中
閒
一
位
重
叠
爲
兩
率
。
重
叠

自
乘
也
、
亦

平
方
也
。

以
洛
書
朙
之
。
如
一
隔
一
位
爲
三
、
三
隔
一
位
爲
九
、
四
率
比
例
、
一
與
三

三
與

九
、
一
九
如
九
、
三
三
亦
如
九
也
。
由
是
推
之
、
三
與
九
、

九
與
二
十
七
、
九
與

二
十
七
、

二
十
七
與
八
十
一
。
其
偶
數
、
則
二
與
四

四
與
八
、
四
與
八

八
與

十
六
、
八
與
十
六

十
六
與
三
十
二
、
皆
中
閒
兩
率
相
同
也
。」『
律
呂
闡

』
卷
六
、

象
數
、
論
洛
書
爲
句
股
乘
除
開
方
及
諸
律
相
生
之
源
、
六
一
九
頁
下
。

（
46
）　
『
律
呂
闡

』
卷
六
、
象
數
、
論
洛
書
爲
句
股
乘
除
開
方
及
諸
律
相
生
之
源
、
六

一
九
頁
下
。

（
47
）　

田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
論
と
平
均
律
』、
四
三
頁
。
洛
書
の
數
と
句
股
術
の
關

連
に
つ
い
て
は
『
周
易
折
中
』
諬

附
論
も
論
じ
て
い
る
。

（
48
）　

川
原
秀
城
「
律
曆
淵
源
と
河
圖
洛
書
」、『
中
國
硏
究
集
刊
』（
大
阪
大
學
）
列
號
、

一
九
九
五
、
十
三―

十
四
頁
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
七
八

（
49
）　

江
永
は
『
律
呂
闡

』
で
、『
周
易
折
中
』
を
引
用
し
て
「
圖
書
は
天
地
の
文

で
あ
り
、

理
は
こ
こ
を
根
本
と
し
、

法
は
こ
こ
を
發
端
と
す
る
」
と
述
べ
、「
聲

律
に
よ
っ
て
こ
の
言
葉
が
眞
實
で
あ
る
と
證
朙
し
て
み
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
卷

六
、
象
數
、
六
一
六
頁
下
）。

（
50
）　

梁
諬
超
『
中
國
近
三
百
年
學
術
史
』、
上
海
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
六
、
三
一
二
頁
。
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【表一】三分損益法による十二律と五聲の相生
�
黃 ×23 →林 ×43 →太簇×

2
3 →南呂×

4
3 →姑洗×

2
3 →應 ×43 → 賓×43 →大呂×

2
3 →夷則×

4
3 →夾 ×23 →無射×

4
3 →仲呂

宮　×23 →　 　×43 →　商　×
2
3 →　羽　×

4
3 →　角　×

2
3 →　変宮　×

4
3 →　変

【表二】『呂氏春秋』の相生法
�
半黃 ×43 →林 ×23 →半太簇×

4
3 →南呂×

2
3 →半姑洗×

4
3 →應 ×23 →半 賓×43 →半大呂×

4
3 →夷則×

2
3 →半夾 ×43 →無射×

2
3 →半仲呂×

4
3 →半黃

【圖一】「方圓相函外內周徑 積圖」
（『律呂闡 』卷二、律率、五七四頁上）
�

【圖二】江永の河洛の學��

河圖 洛書


